
�愛媛県告示第１１９５号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第１

項の規定に基づき、次のとおり特約業者の指定をした。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西予市宇和町土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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告 示

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 西 岡 秀 起 西予市宇和町信里７６８番地

〃 上 甲 政 則 西予市宇和町東多田３６３番地

〃 高 岡 城 一 西予市宇和町伊延東６１番地

〃 松 本 勲 西予市宇和町河内１０３７番地２

〃 清 家 輝 允 西予市宇和町東多田５６９番地

〃 梶 原 浩 利 西予市宇和町田苗真土１８１１番地

〃 宇都宮 肇 西予市宇和町清沢６７８番地

〃 清 水 賢 一 西予市宇和町坂戸１６３番地２

〃 出 水 愼 西予市宇和町加茂８９４番地

〃 三 好 敬 一 西予市宇和町小原３７４番地

〃 井 上 勲 西予市宇和町岩木３５１３番地

〃 山 本 武 紀 西予市宇和町郷内１０１７番地１

〃 土 居 一 邦 西予市宇和町西山田２３２３番地１

〃 竹 口 修 武 西予市宇和町山田１０４９番地

〃 兵 頭 幸 男 西予市宇和町伊賀上１１８８番地

〃 三 好 岩 一 西予市宇和町永長７６９番地

〃 河 野 義 廣 西予市宇和町久枝甲２３９番地

〃 大 塚 政 司 西予市宇和町小野田４６２番地

〃 松 浦 幸 男 西予市宇和町野田１６０番地

〃 酒 井 豊 嗣 西予市宇和町下松葉２２０番地

〃 松 本 俊 二 西予市宇和町稲生８８８番地

〃 宇都宮 友 喜 西予市宇和町皆田１８３３番地

〃 兵 頭 正 三 西予市宇和町下川９４番地１

〃 松 岡 治 生 西予市宇和町明間１２７４番地

〃 水 口 繁 行 西予市宇和町明石１７１１番地

〃 徳 山 義 恭 西予市宇和町新城９１８番地

〃 大 竹 忠 盛 西予市宇和町常定寺４６０番地

〃 西 岡 準 一 西予市宇和町田野中８１番地

監 事 岡 本 忠 夫 西予市宇和町杢所５２１番地

〃 平 礒 猛 西予市宇和町上松葉４６７番地

〃 一 宮 正 和 西予市宇和町明間１７１４番地

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

指 定
年 月 日

シンツ石油株式会社
代表取締役 新津昌雄 宇和島市丸之内５丁目４番７号 平成１６年

６月１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 西 岡 高 登 西予市宇和町信里８４５番地

〃 板 倉 英 一 西予市宇和町瀬戸６８９番地

〃 松 本 勲 西予市宇和町河内８３７番地２

〃 加 藤 道 雄 西予市宇和町伊延西８３７番地－第１
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�������
�愛媛県告示第１１９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、宇和町土地改良区（新名称・西予市宇和町土地改良

区）の定款の変更を認可した。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、三瓶町土地改良区（新名称・西予市三瓶町土地改良

区）の定款の変更を認可した。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１９９号
丹原町土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（農

業用用排水施設整備事業・来見地区）の計画の変更は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により

、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・来見地区

）変更計画書の写し

� 丹原町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年６月７日から７月２日

３ 縦覧場所

丹原町役場

�������
�愛媛県告示第１２００号
丹原町土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（ほ

場整備事業・来見地区）の計画の変更は、適当と認められる

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 土地改良事業（ほ場整備事業・来見地区）変更計画書

の写し

� 丹原町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年６月７日から７月２日

３ 縦覧場所

丹原町役場

�������
�愛媛県告示第１２０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、西予市野村町野村、長谷、西予市城川町田穂、魚成

、下相、遊子谷及び野井川地域に係る県営土地改良事業計画

を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土

地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・東宇和

東部地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年６月７日から７月２日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１２０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、西予市野村町坂石、西、鎌田、平野、高瀬、栗木、

野村、阿下、西予市城川町嘉喜尾、男河内、魚成及び田穂地

域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の

規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦

覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・東宇和東部地区

）計画書の写し

〃 清 家 輝 允 西予市宇和町東多田５６９番地

〃 鋸 本 和 男 西予市宇和町田苗真土９１２番地

〃 宇都宮 肇 西予市宇和町清沢１０００番地

〃 清 水 賢 一 西予市宇和町坂戸１６３番地

〃 河 野 鐵 雄 西予市宇和町大江７５５番地

〃 三 好 敬 一 西予市宇和町小原３７４番地

〃 井 上 勲 西予市宇和町岩木３５１３番地

〃 山 本 武 紀 西予市宇和町郷内１０１７番地第１

〃 土 居 一 邦 西予市宇和町西山田２３２３番地

〃 中 村 善 一 西予市宇和町山田１７１５番地１

〃 是 澤 重 憲 西予市宇和町伊賀上１２１５番地

〃 三 好 岩 一 西予市宇和町永長７６９番地

〃 本 多 照 昌 西予市宇和町久枝５７６番地

〃 松 浦 幸 男 西予市宇和町野田１６０番地

〃 宇都宮 象 一 西予市宇和町久枝甲１３８５番地

〃 大 谷 耕 一 西予市宇和町上松葉７５２番地

〃 松 本 俊 二 西予市宇和町稲生８８８番地

〃 宇都宮 章 則 西予市宇和町皆田２０５６番地

〃 兵 頭 義 雄 西予市宇和町下川１０１８番地

〃 佐 藤 信 雄 西予市宇和町明間２９２２番地

〃 上 甲 良 喜 西予市宇和町明石１６７３番地

〃 清 家 保一郎 西予市宇和町常定寺３８７番地

〃 薬師寺 善 高 西予市宇和町平野１２８番地

〃 武 内 勇 典 西予市宇和町田野中２０１番地

監 事 松 岡 英 志 西予市宇和町岡山４６９番地１

〃 中 越 秀 勉 西予市宇和町下松葉４８８番地

〃 松 本 富 夫 西予市宇和町新城１００８番地第１
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２ 縦覧期間

平成１６年６月７日から７月２日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１２０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、西予市野村町予子林、野村、阿下、中通川、岡成及

び西予市城川町田穂地域に係る県営土地改良事業計画を定め

たので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良

事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・東宇和東部地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年６月７日から７月２日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１２０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、西予市野村町野村、西、蔵良、鳥鹿野、釜川、西予

市城川町川津南、魚成、古市及び田穂地域に係る県営土地改

良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のと

おり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・東宇和東部地

区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年６月７日から７月２日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１２０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、北宇和郡三間町宮野下及び迫目地域に係る県営土地

改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次の

とおり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農地保全事業・三間地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成１６年６月７日から７月２日まで

３ 縦覧場所

三間町役場

�������
�愛媛県告示第１２０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、北宇和郡三間町北増穂、宮野下、元宗、迫目、土居

中及び小沢川地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので

、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計

画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・三間地区）計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年６月７日から７月２日まで

３ 縦覧場所

三間町役場

�������
�愛媛県告示第１２０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、西予市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（区画整理）・二間市地区）の施行に

平成１６年５月２４日同意した。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２０８号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第１８条及び第３２条の規定により、家畜人工授精師の免許証を次のとおり交付した

。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

免 許
番 号

免 許
年 月 日

家 畜
の

種 類
免 許
資 格 本 籍 地 現 住 所 氏 名

生 年 月 日

第１７８４号 平成１６年６月４日 牛 家畜人工授精
の業務 愛 媛 県 西予市城川町魚成４６３８ 井 関 愛

昭和６３年２月１７日

��������������
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�愛媛県告示第１２０９号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市宇和町下川２７１４の２、２７１５の２、２７１８の２、２７１９

の３、２７５２の２、２７５２の３、２７５４の２、２７５４の３、２７５５の

２、２７５６、２７５８の２、２７５８の３、２７６０の２、２７６５の２、２７

７０の２、２７７０の３、２７７１の３、２７７８の２、２７７８の３、２７７９

の２、２７８０の２、２７８１から２７８３まで、２７８５の４、２７８６の３

、２８１４の２、２８１４の３、２８６４の３、２８８１の３、３１０３の２、

３１０７の２、３１０８、３１０９の２、３１１０の２

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１２１０号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

四国中央市具定町字日之尾山乙６４の３４

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

送電施設用地とするため

�愛媛県告示第１２１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 三坂松山線
松山市東方町甲１１３９番１地先から

同町甲１１３６番６まで

旧 １２．０ ０．０７５

新 １２．０～１３．２ ０．０７５

〃 〃
松山市小村町７０番２から

同町８２番１４まで

旧 ７．４～１５．６ ０．０４６

新 １２．０～１５．６ ０．０４６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 三坂松山線
松山市東方町甲１１３９番１地先から

同町甲１１３６番６まで
平成１６年６月４日

〃 〃
松山市小村町７０番２から

同町８２番１４まで
〃
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�愛媛県告示第１２１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡美川村東川１３６５番２地先から

同村東川１３６８番７まで

旧 ６．５～２１．３ ０．２３５

新 １３．３～３４．０ ０．１８２

〃 〃
上浮穴郡美川村東川１３６８番７から

同村東川１１２２番３まで

旧 ５．０～５５．０ ０．７９７

新 １２．０～３８．０
５．０～５５．０

０．６９７
０．７９７

〃 〃
上浮穴郡美川村東川１１２２番３地先から

同村東川１０９５番１地先まで

旧 １１．０～４１．０ ０．３５０

新 １８．３～５１．０ ０．３３２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山砥部線
伊予郡砥部町万年１２０２番２から

同町万年１０２７番１まで

旧 ６．４～１５．５ ０．０６８

新 ６．４～１５．５
６．３～２３．２

０．０６８
０．０５８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山砥部線
伊予郡砥部町万年１２０２番２から

同町万年１０２７番１まで
平成１６年６月４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
喜多郡長浜町大字晴海３番３地先から

同大字３番２地先まで

旧 １４．０～２２．０ ０．１８０

新 １４．０～１５．０ ０．１８０
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�愛媛県告示第１２１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２２１号
過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）附則第４条第２項の規定によりなおその効力を有することとされる旧

過疎地域活性化特別措置法（平成２年法律第１５号）第１４条第１項の規定により、愛媛県において実施中の基幹道路の改築工事

を次のとおり完了する。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 �淵下波線
宇和島市遊子８３５番地先から

同市遊子８２６番地先まで

旧 １６．７～２４．６ ０．０７９

新 １８．０～２４．６ ０．０７９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柿之浦下波線 宇和島市遊子５２０４番地先 平成１６年６月４日

〃 �淵下波線
宇和島市遊子８６３番地先から

同市遊子８２６番地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡西海町外泊７８番地先から

同町外泊５５番地先まで

旧 ９．０～１６．８ ０．０８１

新 １７．６～３０．０ ０．０７８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡西海町外泊７８番地先から

同町外泊５５番地先まで
平成１６年６月４日
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人事委員会規則

�愛媛県人事委員会規則１３－１４４
愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１６年６月４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団

体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する

規則

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の

管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３－

１７）の一部を次のように改正する。

別表波方町の部町長部局の項職の欄中「課（室）長」の下

に「総務課長心得」を加え、同表大西町の部町長部局の項同

欄中「総務企画課行財政係長」を「総務企画課企画財政係長

」に改め、同表宮窪町の部町長部局の項同欄中「産業観光課

主幹 企画総務課長補佐（人事又は予算を担当するものに限

る。）」を「企画総務課主幹 企画総務課長補佐」に改め、

同表生名村の部村長部局の項同欄中「総務企画課係長」を「

総務企画課係長（人事又は予算を担当するものに限る。）」

に改め、同表岩城村の部村長部局の項機関の欄中「保育所」

を「高齢者生活福祉センター」に改め、同表上浦町の部町長

部局の項職の欄中「企画総務課長補佐」を「総務企画課長補

佐（人事又は予算を担当するものに限る。）」に改め、同表

中島町の部町長部局の項同欄中「財政課長補佐」を「企画政

策課長補佐（予算を担当するものに限る。）」に改め、同表

久万町の部町長部局の項同欄中「総務課主幹 総務課次長」

を「総務課上席主幹 総務課次長（人事を担当するものに限

る。）」に改め、同表美川村の部村長部局の項同欄中「総務

課長補佐（人事又は予算を担当するものに限る。）」を「総

務課長補佐」に改め、同表小田町の部教育委員会の項機関の

欄中「学校給食共同調理場」を「給食センター」に改め、同

表松前町の部町長部局の項中

本庁 課長 企画財政課長補

佐 総務課長補佐 企

画財政課財政係長 総

務課職員係長

「

を

」

本庁 課長 企画財政課長補

佐 総務課長補佐 企

画財政課財政係長 総

務課職員係長

出先機関 保健センター 所長

「

に

」

改め、同部教育委員会の項中

公民館 館長
「

を
」

公民館 館長

文化センター 所長

「

に

」

改め、同表砥部町の部町長部局の項職の欄中「除く。）」の

下に「総務課長補佐」を、「総務課人事係長」の下に「総務

課行政改革推進係長」を加え、同表長浜町の部町長部局の項

同欄中「課（室）長（主として合併を担当するものを除く。

）」を「参事 課（室）長（主として合併を担当するものを

除く。）」に改め、同項中

診療所 所長
「

を
」

削り、同表肱川町の部町長部局の項同欄中「課長（課付のも

のを除く。） 町民ステーション所長 新しい町創造課長補

佐（課付のものを除く。） 新しい町創造課総務企画係長

新しい町創造課財務係長」を「課（室）長（課付のものを除

�愛媛県告示第１２２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年６月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の管理者 道路の種類 路 線 名 工 事 区 間 工事の
種 類 完了年月日

西 予 市 市 道 古市土居線 西予市城川町土居２３８５番２ 改 築 平成１６年６月４日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第１０号

平成１６年５月２４日
伊予郡砥部町高尾田１２６３番地

松山市東石井六丁目３番１１号
株式会社 松井建設
代表取締役 松 井 光太郎

１６西局建（開）第２号

平成１６年５月２６日

西条市大町字清水９７０番、９７５番４、９７５番７、９７５番９、９７５番１０、
９７５番１１、９７５番２６、９７６番２、９７０番地先水路及び９７６番２地先水路

西条市大町１２９７番地の２
木藤商会 木 藤 トキ子
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く。） 総務課長補佐（人事又は予算を担当するものに限る

。） 総務課総務係長 総務課財政係長」に改め、同項中

郷土文化センター 所長
「

を
」

削り、同部教育委員会の項中

学校給食センター 所長
「

を
」

学校給食センター 所長

公民館 館長

風の博物館 館長

「

に

」

改め、同表伊方町の部町長部局の項同欄中「総務課長補佐」

を「総務課長補佐（課付のものを除く。）」に改め、同表三

崎町の部町長部局の項同欄中「総務課長補佐（人事を担当す

るものに限る。） 企画財政課長補佐（予算を担当するもの

に限る。）」を「総務課長補佐 企画財政課長補佐」に改め

、同表吉田町の部町長部局の項同欄中「総務課長補佐（人事

又は予算を担当するものに限る。） 総務課財政係長」を「

総務課長補佐（人事を担当するものに限る。） 財政課長補

佐」に改め、「総務課人事係長」の下に「財政課財政係長」

を加え、同表広見町の部町長部局の項同欄中「総務課長補佐

（人事又は予算を担当するものに限る。）」を「総務課長補

佐」に改め、同表日吉村の部村長部局の項同欄中「総務課長

補佐」を「総務課長補佐（人事又は予算を担当するものに限

る。） 総務課係長（予算を担当するものに限る。）」に改

め、同表津島町の部町長部局の項同欄中「総務課長補佐（人

事又は予算を担当するものに限る。）」を「総務課長補佐（

人事を担当するものに限る。）」に改め、同表一本松町の部

町長部局の項同欄中「院長」の下に「副院長」を加え、同表

西海町の部町長部局の項同欄中「課（室）長」を「課（室）

長（主として合併を担当するものを除く。）」に、「財政課

財政係長」を「財務課財政係長」に改め、同表伊予郡養護老

人ホーム組合の部養護老人ホーム和楽園の項同欄中「園長」

の下に「園長心得」を加え、同表東予市・丹原町公共下水道

事務組合の部の次に次のように加える。

伊予市松前
町共立衛生
組合

組合事務局 事務局長

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第４５号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第４項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により、次の施設を

不在者投票のできる施設として指定した。

平成１６年６月４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第４６号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第４項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により、次の施設を

不在者投票のできる施設として指定した。

平成１６年６月４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

雑 報

�公示による通知
天王社（愛媛県伊予郡砥部町大平５９６番２の土地登記簿表

題部所有者）

若宮社（愛媛県伊予郡砥部町大平１２０番及び１２２番の土地

登記簿表題部所有者）

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定

に基づき上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、

当収用委員会事務局（愛媛県土木部管理局用地課）において

保管してあるので、出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（

昭和２６年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令

第５条第５項の規定により、平成１６年６月２２日を経過した時

にその書類の送達があったものとみなされます。

平成１６年６月４日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

平成１６年５月２１日付け１５媛収第４４号－５及び１５媛収第４６号

－５審理の開催について

（審理開催の通知）

�������
�公 告

宅地建物取引主任者資格試験の実施について

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第１６条の２第

１項の規定による愛媛県知事の委任に係る平成１６年度宅地建

物取引主任者資格試験を次のとおり実施する。

平成１６年６月４日

財団法人 不動産適正取引推進機構

理事長 小野 �久
１ 試験の日時

平成１６年１０月１７日（日）午後１時から午後３時まで

施設の種類 施設の名称 所 在 地

介護老人保健施
設

老人保健施設
シルビウス・ケ
アセンター

今治市別名２６１

施設の種類 施設の名称 所 在 地

特別養護老人ホ
ーム

特別養護老人ホ
ーム今治なごみ
苑

今治市別名２５１

軽費老人ホーム ケアハウスなご
み 今治市別名２５１

愛 媛 県 報平成１６年６月４日 第１５６３号
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ただし、宅地建物取引業法第１６条第３項の規定により、

国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受講し修了試

験に合格した者で、試験の一部免除を受けようとする者に

ついては、午後１時１０分から午後３時まで

２ 試験の場所

受験申込みの受付の際に指定する。

３ 受験資格

年齢、性別、学歴等に関係なく、だれでも受験すること

ができる。

４ 受験申込書の配布

� 配布期間

平成１６年７月５日（月）から同年７月３０日（金）まで

（ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。）の午前９

時３０分から午後４時３０分まで。

� 配布場所

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部（松山市平和

通六丁目５番地１愛媛不動産会館２階）及び各支部（所

在については、本部に照会すること。）

なお、郵送により受験申込書を請求する場合は、封筒

の表に「宅地建物取引主任者資格試験申込書請求」と朱

書し、所要の郵便切手を貼ったあて先記入の返信用封筒

を同協会本部へ送付すること。

５ 受験申込書の受付期間

平成１６年７月２６日（月）から同年７月３０日（金）までの

期間で、午前９時３０分から午後４時３０分まで。ただし、正

午から午後１時までは除く。

６ 受験申込書の提出先

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部（松山市平和通

六丁目５番地１愛媛不動産会館４階）に提出すること。

なお、郵送による場合は、簡易書留郵便又は配達記録郵

便で提出すること（平成１６年７月５日（月）から同年７月

３０日（金）までの日付けの消印のあるものに限り有効とす

る。）。

７ 受験手数料

７，０００円

８ 合格発表

平成１６年１２月１日（水曜日）

９ 問い合わせ先

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部

〒７９０―０８０７ 松山市平和通六丁目５番地１

愛媛不動産会館２階

ＴＥＬ （０８９）９４３―２１８４

正 誤

�正 誤

平成１６年４月１日付け第１５４５号外３愛媛県教育委員会訓令

第１号（愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程の一部

を改正する訓令）中

ページ 箇 所 誤 正

３０ 附則 この規則は、公布
の日から施行する。

この訓令は、公布
の日から施行する。

愛 媛 県 報平成１６年６月４日 第１５６３号

５９３



平成１６年６月４日 印刷
平成１６年６月４日 発行
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